
車いすに乗ったまま乗れる！ 

         

 
 

車 お 貸 し し ま す 。 
 

１．対象 

  東栄町社会福祉協議会の会員で、車いす移動車が必要な方 

２．利用料 

  無 料 

  (※ガソリン代、通行料、駐車料金等のかかる実費は利用者に負担して 

いただきます。) 

３．利用目的 

・病院や福祉施設などの通院、送迎に 

・買い物や、イベントへの参加など 

・その他移送を必要とする場合 

４．手続き 

  申請書、免許証等必要な書類があります。 

 

受付、問い合わせ 

東栄町社会福祉協議会  電話 ７６－１７４０ 
 

【東栄町社会福祉協議会では・・・】 
愛知県共同募金会・連合愛知助け合い運動より配分金を頂き、福祉車両の整備と、 

貸出事業を行っておりますので、利用を希望される方はお気軽にお問い合わせください。 

回覧 


